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告 示
栃木県告示第509号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定によ
り、医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定に
より次のとおり告示する。
　　令和７（2025）年12月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

令和７（2025）年10月１日 大沢調剤薬局　駅南店 栃木市沼和田町10-15

令和７（2025）年10月１日 大沢調剤薬局　日ノ出町店 栃木市日ノ出町９-10

令和７（2025）年10月１日 大沢調剤薬局　大平店 栃木市大平町新1540-183

令和７（2025）年10月１日 大沢調剤薬局　西支店 栃木市片柳町１-３-５

令和７（2025）年10月１日 大沢調剤薬局　神田町店 栃木市神田町21-17

令和７（2025）年10月１日 大沢調剤薬局　万町店 栃木市万町18-１

令和７（2025）年10月１日 大沢調剤薬局　本町店 栃木市本町16-６

令和７（2025）年10月１日 大沢調剤薬局　片柳店 栃木市片柳町１-６-35

令和７（2025）年10月１日 大沢調剤薬局　薗部店 栃木市薗部町１-１-４

令和７（2025）年10月１日 あゆみ薬局 栃木市今泉町１-５-11

令和７（2025）年10月１日 プラザ薬局　真岡店 真岡市下高間木１-13-８
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令和７（2025）年10月１日 れもん在宅クリニック 下野市祇園１-13-２　タカヤマビル
２階

令和７（2025）年11月１日 もみじ通りクリニック 那須塩原市南町６-14

令和７（2025）年11月１日 はるいろやっきょく　あまいろ 那須塩原市東町３-２

令和７（2025）年11月１日 クオール薬局大谷東店 小山市雨ケ谷507-４

２　指定訪問看護事業者等

指 定
年 月 日

指 定 訪 問 看 護 事 業 者 等 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

令 和 ７
（2025）年
11月１日

株式会社　孫の手　
代表取締役　浦野　
幸子

群馬県太田市大原町156-
３

訪問看護ステー
ション　孫の手・
とちぎ

栃木市野中町1365-５　
オーガスタハイツ401号

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第510号
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお
り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域を指定するので、同条第３項にお
いて準用する同法第６条第２項の規定により次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年12月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　指定する区域
　塩谷郡塩谷町大字船生字テシコ塚前4173番２、4174番３、13460番並びに船生字富士山9134番２の各一
部
２　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類
鉛及びその化合物

Ⅱ
１　指定する区域
　塩谷郡塩谷町大字船生字テシコ塚前4173番２、13461番並びに船生字富士山9133番２、9134番２の各一
部
２　土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類
鉛及びその化合物

Ⅲ
１　指定する区域
　塩谷郡塩谷町大字船生字テシコ塚前4173番２、4174番３、4174番４、4175番４、4178番２並びに船生字
富士山9134番２の各一部

２　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類
ふっ素及びその化合物

（環境保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第511号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和７（2025）年12月５日から令和８（2026）年
１月５日まで一般の縦覧に供する。
　　令和７（2025）年12月５日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

38
主 要 地 方 道
足 利 千 代 田 線

足利市通二丁目15-17から
足利市通二丁目６-１まで

令和７（2025）年
12月６日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第512号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定により次のとおり道路
の位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により公告す
る。
　なお、その関係図書は、建築指導課に備え、縦覧に供する。
　　令和７（2025）年12月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置
道 路 の 延 長
及 び 幅 員

指定年月日

法第42条第１項第５号
の規定による道路

栃木県さくら市氏家字美女木1399-１の一
部

延長52.675ｍ
幅員6.000ｍ

令和７（2025）年
11月11日

（建築指導課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第513号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第６項の規定により、令和７（2025）年11月26日栃木県議会に
おいて認定された令和６（2024）年度栃木県一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の要領を次のとおり公表す
る。
　　令和７（2025）年12月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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Ⅰ
　
令
和
６
（
20
24
）
年
度
栃
木
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

１
　
歳
　
入
 

（
単
位
：
円
）

款
項

予
算
現
額

調
定

額
収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

１
県

税
27
0,
00
0,
00
0,
00
0

27
3,
46
5,
30
3,
52
5

27
1,
11
5,
77
4,
74
0

29
5,
56
2,
43
6

2,
05
3,
96
6,
34
9

１
県

民
税

85
,3
01
,0
00
,0
00

87
,5
06
,6
24
,9
76

85
,5
09
,9
43
,1
14

22
9,
92
3,
09
3

1,
76
6,
75
8,
76
9

２
事

業
税

73
,5
69
,0
00
,0
00

74
,5
13
,6
92
,8
49

74
,3
30
,6
66
,3
39

31
,1
09
,8
28

15
1,
91
6,
68
2

３
地
方
消
費
税

44
,0
14
,0
00
,0
00

44
,0
53
,7
77
,0
83

44
,0
53
,7
77
,0
83

４
不
動
産
取
得
税

5,
18
2,
00
0,
00
0

5,
48
4,
76
2,
84
7

5,
42
4,
80
5,
97
7

4,
13
3,
76
2

55
,8
23
,1
08

５
県
た
ば
こ
税

2,
44
7,
00
0,
00
0

2,
41
5,
47
7,
70
3

2,
41
5,
47
7,
70
3

６
ゴ
ル
フ
場
利
用
税

2,
24
5,
00
0,
00
0

2,
21
0,
05
2,
16
0

2,
19
5,
13
9,
51
0

14
,9
12
,6
50

８
軽
油
引
取
税

20
,5
44
,0
00
,0
00

20
,4
77
,5
95
,0
32

20
,4
75
,8
40
,4
34

1,
75
4,
59
8

９
自

動
車

税
36
,6
68
,0
00
,0
00

36
,7
68
,2
83
,6
28

36
,6
80
,9
67
,1
66

10
,2
63
,3
72

77
,0
53
,0
90

10
鉱

区
税

7,
70
0,
00
0

7,
75
1,
30
0

7,
75
1,
30
0

11
狩

猟
税

21
,0
00
,0
00

21
,2
00
,9
00

21
,2
00
,9
00

12
旧
法
に
よ
る
税

1,
30
0,
00
0

6,
08
5,
04
7

20
5,
21
4

5,
21
9,
73
1

66
0,
10
2

２
地
方
消
費
税
清
算
金

10
3,
78
5,
00
0,
00
0

10
3,
78
4,
50
8,
93
2

10
3,
78
4,
50
8,
93
2

１
地
方
消
費
税
清
算
金

10
3,
78
5,
00
0,
00
0

10
3,
78
4,
50
8,
93
2

10
3,
78
4,
50
8,
93
2

３
地
方
譲
与
税

44
,8
93
,6
67
,0
00

44
,8
66
,0
99
,0
00

44
,8
66
,0
99
,0
00

１
特
別
法
人
事
業
譲
与
税

41
,6
93
,6
67
,0
00

41
,6
93
,6
67
,0
00

41
,6
93
,6
67
,0
00

２
地
方
揮
発
油
譲
与
税

2,
60
0,
00
0,
00
0

2,
61
0,
68
6,
00
0

2,
61
0,
68
6,
00
0

３
石
油
ガ
ス
譲
与
税

10
0,
00
0,
00
0

80
,9
17
,0
00

80
,9
17
,0
00

４
自
動
車
重
量
譲
与
税

40
0,
00
0,
00
0

37
8,
66
3,
00
0

37
8,
66
3,
00
0

５
森
林
環
境
譲
与
税

10
0,
00
0,
00
0

10
2,
16
6,
00
0

10
2,
16
6,
00
0

４
地
方
特
例
交
付
金

7,
03
9,
30
9,
00
0

7,
03
9,
30
9,
00
0

7,
03
9,
30
9,
00
0

１
地
方
特
例
交
付
金

7,
03
9,
30
9,
00
0

7,
03
9,
30
9,
00
0

7,
03
9,
30
9,
00
0
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５
地
方
交
付
税

15
7,
05
3,
30
6,
00
0

15
7,
05
3,
30
6,
00
0

15
7,
05
3,
30
6,
00
0

１
地
方
交
付
税

15
7,
05
3,
30
6,
00
0

15
7,
05
3,
30
6,
00
0

15
7,
05
3,
30
6,
00
0

 

６
交
通
安
全
対
策

特
別
交
付
金

39
1,
26
2,
00
0

39
1,
26
2,
00
0

39
1,
26
2,
00
0

１
交
通
安
全
対
策

特
別
交
付
金

39
1,
26
2,
00
0

39
1,
26
2,
00
0

39
1,
26
2,
00
0

７
分
担
金
及
び
負
担
金

4,
83
4,
19
6,
03
6

4,
38
2,
24
6,
50
6

4,
26
8,
01
5,
86
3

15
,3
17
,5
52

98
,9
13
,0
91

１
負

担
金

4,
83
4,
19
6,
03
6

4,
38
2,
24
6,
50
6

4,
26
8,
01
5,
86
3

15
,3
17
,5
52

98
,9
13
,0
91

８
使
用
料
及
び
手
数
料

10
,0
56
,2
13
,0
00

9,
60
1,
42
9,
47
6

9,
49
6,
57
4,
59
6

5,
53
9,
16
9

99
,3
15
,7
11

１
使

用
料

6,
83
5,
09
3,
00
0

6,
68
8,
45
8,
88
1

6,
58
3,
60
4,
00
1

5,
53
9,
16
9

99
,3
15
,7
11

２
手

数
料

3,
22
1,
12
0,
00
0

2,
91
2,
97
0,
59
5

2,
91
2,
97
0,
59
5

９
国
庫
支
出
金

15
7,
72
2,
66
3,
19
7

10
9,
07
1,
71
9,
80
8

10
9,
07
1,
71
9,
80
8

１
国
庫
負
担
金

45
,8
23
,5
62
,1
02

43
,5
09
,0
50
,0
14

43
,5
09
,0
50
,0
14

２
国
庫
補
助
金

10
9,
99
7,
13
2,
09
5

63
,7
76
,6
29
,4
36

63
,7
76
,6
29
,4
36

３
委

託
金

1,
90
1,
96
9,
00
0

1,
78
6,
04
0,
35
8

1,
78
6,
04
0,
35
8

10
財

産
収

入
2,
00
4,
50
6,
00
0

1,
72
8,
24
5,
32
6

1,
72
8,
24
5,
32
6

１
財
産
運
用
収
入

77
3,
83
0,
00
0

60
3,
24
0,
40
3

60
3,
24
0,
40
3

２
財
産
売
払
収
入

1,
23
0,
67
6,
00
0

1,
12
5,
00
4,
92
3

1,
12
5,
00
4,
92
3

11
寄

附
金

1,
77
6,
83
2,
00
0

1,
85
6,
89
9,
04
3

1,
85
6,
89
9,
04
3

１
寄

附
金

1,
77
6,
83
2,
00
0

1,
85
6,
89
9,
04
3

1,
85
6,
89
9,
04
3

12
繰

入
金

30
,9
44
,4
48
,0
00

29
,9
32
,4
11
,1
07

29
,9
32
,4
11
,1
07

１
特
別
会
計
繰
入
金

26
3,
26
4,
00
0

23
2,
21
5,
21
3

23
2,
21
5,
21
3

２
基
金
繰
入
金

30
,6
81
,1
84
,0
00

29
,7
00
,1
95
,8
94

29
,7
00
,1
95
,8
94

13
繰

越
金

17
,6
67
,1
13
,0
49

17
,6
67
,1
13
,3
35

17
,6
67
,1
13
,3
35

１
繰

越
金

17
,6
67
,1
13
,0
49

17
,6
67
,1
13
,3
35

17
,6
67
,1
13
,3
35
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14
諸

収
入

16
3,
95
4,
26
2,
71
7

13
6,
92
8,
76
7,
87
6

13
6,
15
6,
20
6,
90
6

39
,2
41
,6
88

73
3,
31
9,
28
2

１
延
滞
金
、
加
算
金
及
び
 

過
料

等
26
1,
68
3,
00
0

28
6,
87
1,
40
7

24
3,
95
2,
50
1

7,
62
7,
82
5

35
,2
91
,0
81

２
県
預
金
利
子

12
,0
00

３
貸
付
金
元
利
収
入

15
0,
30
8,
82
3,
00
0

12
3,
64
4,
29
8,
72
4

12
3,
56
1,
69
0,
58
6

14
,9
04
,0
00

67
,7
04
,1
38

４
受
託
事
業
収
入

68
8,
25
4,
71
7

44
8,
97
6,
15
8

44
8,
97
6,
15
8

５
収
益
事
業
収
入

7,
10
0,
03
5,
00
0

6,
35
9,
68
3,
89
9

6,
35
9,
68
3,
89
9

７
雑

入
5,
59
5,
45
5,
00
0

6,
18
8,
93
7,
68
8

5,
54
1,
90
3,
76
2

16
,7
09
,8
63

63
0,
32
4,
06
3

15
県

債
10
3,
51
8,
00
0,
00
0

67
,5
52
,0
00
,0
00

67
,5
52
,0
00
,0
00

１
県

債
10
3,
51
8,
00
0,
00
0

67
,5
52
,0
00
,0
00

67
,5
52
,0
00
,0
00

合
計

1,
07
5,
64
0,
77
7,
99
9

96
5,
32
0,
62
0,
93
4

96
1,
97
9,
44
5,
65
6

35
5,
66
0,
84
5

2,
98
5,
51
4,
43
3
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２
　
歳
　
出
　
 

（
単
位
：
円
）

款
項

予
算

現
額

支
出

済
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用

額

１
議

会
費

1,
42
7,
25
3,
00
0

1,
36
6,
06
5,
99
3

61
,1
87
,0
07

１
議

会
費

1,
42
7,
25
3,
00
0

1,
36
6,
06
5,
99
3

61
,1
87
,0
07

２
総

務
費

56
,1
74
,4
85
,8
00

53
,1
83
,3
45
,0
68

1,
57
1,
51
5,
35
0

1,
41
9,
62
5,
38
2

１
総

務
管

理
費

36
,0
26
,9
12
,0
00

33
,7
73
,3
07
,6
20

1,
35
5,
48
6,
00
0

89
8,
11
8,
38
0

２
企

画
費

5,
24
4,
19
3,
80
0

5,
03
6,
93
0,
14
9

9,
50
0,
00
0

19
7,
76
3,
65
1

３
徴

税
費

9,
00
8,
75
0,
00
0

8,
81
7,
30
1,
26
8

19
1,
44
8,
73
2

４
市

町
村

振
興

費
1,
73
8,
97
1,
00
0

1,
72
2,
91
5,
54
6

16
,0
55
,4
54

５
選

挙
費

1,
61
7,
80
3,
00
0

1,
60
1,
87
1,
98
0

15
,9
31
,0
20

６
防

災
費

1,
73
9,
37
5,
00
0

1,
46
7,
36
1,
04
9

20
6,
52
9,
35
0

65
,4
84
,6
01

７
統

計
調

査
費

45
4,
38
9,
00
0

43
4,
26
0,
64
8

20
,1
28
,3
52

８
人

事
委

員
会

費
15
9,
86
4,
00
0

15
0,
91
8,
05
8

8,
94
5,
94
2

９
監

査
委

員
費

18
4,
22
8,
00
0

17
8,
47
8,
75
0

5,
74
9,
25
0

３
民

生
費

12
0,
12
8,
22
4,
97
3

11
2,
57
8,
63
0,
53
9

4,
89
7,
12
7,
05
1

2,
65
2,
46
7,
38
3

１
社

会
福

祉
費

68
,9
09
,4
04
,8
54

63
,8
56
,9
64
,4
58

3,
63
4,
21
2,
00
0

1,
41
8,
22
8,
39
6

２
児

童
福

祉
費

44
,4
33
,5
32
,1
19

42
,2
22
,3
36
,4
95

1,
16
0,
62
1,
05
1

1,
05
0,
57
4,
57
3

３
生

活
保

護
費

3,
89
2,
77
8,
00
0

3,
81
7,
71
5,
14
0

75
,0
62
,8
60

４
災

害
救

助
費

84
,1
95
,0
00

75
,0
40
,7
98

9,
15
4,
20
2

５
県

民
生

活
費

2,
80
8,
31
5,
00
0

2,
60
6,
57
3,
64
8

10
2,
29
4,
00
0

99
,4
47
,3
52

４
衛

生
費

77
,1
42
,7
36
,0
00

71
,2
65
,3
07
,1
35

4,
11
1,
19
3,
00
0

1,
76
6,
23
5,
86
5

１
公

衆
衛

生
費

37
,7
98
,0
04
,0
00

36
,9
95
,8
74
,7
62

15
0,
66
1,
00
0

65
1,
46
8,
23
8

２
環

境
衛

生
費

2,
53
7,
27
7,
00
0

2,
41
3,
70
7,
83
7

79
4,
00
0

12
2,
77
5,
16
3

３
保

健
所

費
2,
13
3,
29
0,
00
0

2,
11
7,
52
3,
75
1

15
,7
66
,2
49
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４
医

薬
費

27
,3
26
,3
41
,0
00

23
,1
59
,7
47
,2
77

3,
33
7,
66
6,
00
0

82
8,
92
7,
72
3

５
病

院
費

4,
15
0,
66
5,
00
0

4,
10
3,
94
4,
55
7

46
,7
20
,4
43

６
環

境
対

策
費

3,
19
7,
15
9,
00
0

2,
47
4,
50
8,
95
1

62
2,
07
2,
00
0

10
0,
57
8,
04
9

５
労

働
費

2,
37
5,
89
4,
00
0

1,
65
1,
49
9,
09
2

58
3,
03
3,
00
0

14
1,
36
1,
90
8

１
労

政
費

84
8,
28
8,
00
0

24
2,
20
3,
16
3

58
3,
03
3,
00
0

23
,0
51
,8
37

２
職

業
訓

練
費

1,
26
5,
10
9,
00
0

1,
15
3,
48
0,
31
0

11
1,
62
8,
69
0

３
失

業
対

策
費

16
0,
14
8,
00
0

15
6,
61
3,
96
4

3,
53
4,
03
6

４
労

働
委

員
会

費
10
2,
34
9,
00
0

99
,2
01
,6
55

3,
14
7,
34
5

６
農
林
水
産
業
費

52
,9
75
,2
56
,6
50

38
,2
74
,9
99
,6
54

12
,0
48
,8
60
,7
50

2,
65
1,
39
6,
24
6

１
農

業
費

11
,4
18
,6
43
,0
00

8,
75
6,
63
4,
19
2

1,
70
5,
09
1,
00
0

95
6,
91
7,
80
8

２
畜

産
業

費
6,
50
2,
27
1,
00
0

4,
51
7,
07
5,
84
0

76
0,
43
4,
00
0

1,
22
4,
76
1,
16
0

３
農

地
費

18
,5
75
,1
77
,6
50

11
,8
56
,4
52
,4
17

6,
61
5,
94
4,
75
0

10
2,
78
0,
48
3

４
林

業
費

15
,5
07
,1
14
,0
00

12
,3
18
,9
23
,4
88

2,
84
4,
23
5,
00
0

34
3,
95
5,
51
2

５
水

産
業

費
91
5,
39
0,
00
0

77
1,
35
3,
33
4

12
3,
15
6,
00
0

20
,8
80
,6
66

６
自

然
保

護
費

56
,6
61
,0
00

54
,5
60
,3
83

2,
10
0,
61
7

７
商

工
費

15
8,
82
5,
88
2,
24
0

12
6,
81
4,
67
7,
82
0

78
1,
42
9,
00
0

31
,2
29
,7
75
,4
20

１
商

工
費

15
7,
21
8,
88
0,
24
0

12
5,
47
2,
25
5,
07
0

56
4,
20
2,
00
0

31
,1
82
,4
23
,1
70

２
観

光
費

1,
60
7,
00
2,
00
0

1,
34
2,
42
2,
75
0

21
7,
22
7,
00
0

47
,3
52
,2
50

８
土

木
費

16
1,
95
2,
86
2,
33
6

10
3,
87
5,
46
7,
41
0

57
,7
19
,4
38
,2
41

35
7,
95
6,
68
5

１
土

木
管

理
費

4,
69
1,
80
5,
00
0

4,
52
7,
18
6,
50
2

48
,9
10
,0
00

11
5,
70
8,
49
8

２
道
路
橋

り
ょ
う
費

86
,8
19
,2
73
,3
43

54
,6
85
,1
85
,0
70

32
,0
43
,3
22
,9
83

90
,7
65
,2
90

３
河

川
費

53
,5
73
,5
64
,0
57

32
,8
43
,9
44
,7
86

20
,6
99
,5
20
,1
06

30
,0
99
,1
65

４
都

市
計

画
費

13
,3
42
,0
43
,6
00

9,
42
8,
37
1,
00
2

3,
81
1,
21
8,
33
6

10
2,
45
4,
26
2

５
住

宅
費

3,
52
6,
17
6,
33
6

2,
39
0,
78
0,
05
0

1,
11
6,
46
6,
81
6

18
,9
29
,4
70
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９
警

察
費

46
,3
56
,4
38
,0
00

45
,9
89
,5
45
,0
85

14
,0
95
,0
00

35
2,
79
7,
91
5

１
警

察
管

理
費

44
,9
36
,3
13
,0
00

44
,6
32
,9
96
,4
00

14
,0
95
,0
00

28
9,
22
1,
60
0

２
警

察
活

動
費

1,
42
0,
12
5,
00
0

1,
35
6,
54
8,
68
5

63
,5
76
,3
15

10
教

育
費

18
9,
73
3,
43
6,
00
0

18
2,
27
3,
66
3,
80
2

2,
33
4,
78
9,
00
0

5,
12
4,
98
3,
19
8

１
教

育
総

務
費

25
,9
56
,6
19
,0
00

25
,1
18
,9
94
,3
84

11
5,
00
0,
00
0

72
2,
62
4,
61
6

２
小

学
校

費
61
,6
27
,3
64
,0
00

60
,4
55
,8
10
,4
93

1,
17
1,
55
3,
50
7

３
中

学
校

費
36
,8
55
,1
92
,0
00

36
,0
35
,0
35
,0
18

82
0,
15
6,
98
2

４
高

等
学

校
費

41
,0
86
,3
26
,0
00

38
,1
73
,1
60
,9
03

1,
58
2,
76
5,
00
0

1,
33
0,
40
0,
09
7

５
特
別
支

援
学
校
費

15
,7
11
,5
65
,0
00

14
,7
79
,4
25
,9
82

52
5,
36
6,
00
0

40
6,
77
3,
01
8

６
社

会
教

育
費

2,
18
4,
94
6,
00
0

1,
68
7,
82
5,
16
0

78
,8
70
,0
00

41
8,
25
0,
84
0

７
保

健
体

育
費

6,
31
1,
42
4,
00
0

6,
02
3,
41
1,
86
2

32
,7
88
,0
00

25
5,
22
4,
13
8

11
災
害
復
旧
費

4,
06
4,
26
2,
00
0

2,
13
6,
91
5,
06
6

1,
78
1,
85
1,
00
0

14
5,
49
5,
93
4

１
農
林
水
産
施
設
災
害
復
旧
費

68
8,
02
0,
00
0

32
7,
50
1,
39
6

30
2,
03
5,
00
0

58
,4
83
,6
04

２
土
木
施
設
災
害
復
旧
費

3,
36
6,
58
1,
00
0

1,
80
1,
03
5,
33
3

1,
47
9,
81
6,
00
0

85
,7
29
,6
67

３
県
有
施
設
等
災
害
復
旧
費

9,
66
1,
00
0

8,
37
8,
33
7

1,
28
2,
66
3

12
公

債
費

96
,2
89
,0
78
,0
00

96
,2
83
,9
03
,8
00

5,
17
4,
20
0

１
公

債
費

96
,2
89
,0
78
,0
00

96
,2
83
,9
03
,8
00

5,
17
4,
20
0

13
諸

支
出

金
10
8,
19
3,
20
0,
00
0

10
7,
69
1,
34
0,
84
8

50
1,
85
9,
15
2

１
地
方
消
費
税
清
算
金

42
,1
08
,0
00
,0
00

42
,1
07
,8
97
,9
32

10
2,
06
8

２
利

子
割

交
付

金
14
0,
00
0,
00
0

10
6,
89
8,
00
0

33
,1
02
,0
00

３
地
方
消
費
税
交
付
金

52
,2
33
,0
00
,0
00

52
,2
32
,1
99
,0
00

80
1,
00
0

４
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金

1,
58
7,
00
0,
00
0

1,
53
7,
14
1,
91
6

49
,8
58
,0
84

６
自
動
車
取
得
税
交
付
金

20
0,
00
0

20
0,
00
0

８
配

当
割

交
付

金
2,
22
0,
00
0,
00
0

2,
15
3,
54
9,
00
0

66
,4
51
,0
00
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９
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金

3,
16
5,
00
0,
00
0

3,
06
0,
44
5,
00
0

10
4,
55
5,
00
0

10
環
境
性
能
割
交
付
金

1,
05
0,
00
0,
00
0

1,
04
8,
58
0,
00
0

1,
42
0,
00
0

11
法
人
事
業
税
交
付
金

5,
69
0,
00
0,
00
0

5,
44
4,
63
0,
00
0

24
5,
37
0,
00
0

14
予

備
費

1,
76
9,
00
0

1,
76
9,
00
0

１
予

備
費

1,
76
9,
00
0

1,
76
9,
00
0

合
計

1,
07
5,
64
0,
77
7,
99
9

94
3,
38
5,
36
1,
31
2

85
,8
43
,3
31
,3
92

46
,4
12
,0
85
,2
95

歳
入
歳
出
差
引
残
額
（
A
） 

18
,5
94
,0
84
,3
44
円

翌
年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財
源
（
B）
 

6,
78
5,
37
6,
49
0円

実
　
質
　
収
　
支
　
額
（
A
-B
） 

11
,8
08
,7
07
,8
54
円
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Ⅱ
　
令
和
６
（
20
24
）
年
度
栃
木
県
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
１
　
歳
　
入
 

　
（
単
位
：
円
）

事
　
　
　
項

会
　
計
　
名

予
算
現
額

調
定

額
収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

公
債

管
理

43
,1
64
,0
60
,0
00

43
,1
64
,0
60
,0
00

43
,1
64
,0
60
,0
00

地
方
独
立
行
政
法
人
県
立
病
院
貸
付
金

3,
92
3,
46
0,
00
0

2,
93
7,
80
2,
57
1

2,
93
7,
80
2,
57
1

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業

38
4,
14
0,
00
0

97
3,
76
8,
41
3

57
7,
77
9,
60
6

73
4,
06
5 

39
5,
25
4,
74
2

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
事
業

30
4,
64
0,
00
0

28
7,
62
7,
53
6

28
6,
43
7,
33
6

13
2,
00
0

1,
05
8,
20
0

国
民

健
康

保
険

17
4,
29
4,
70
0,
00
0

17
5,
20
1,
24
8,
25
0

17
5,
20
1,
24
8,
25
0

中
小
企
業
高
度
化
等
資
金
貸
付
事
業

37
,4
90
,0
00

84
2,
30
8,
24
9

61
9,
04
2,
24
9

22
3,
26
6,
00
0

就
農
支
援
資
金
貸
付
事
業

61
,6
60
,0
00

18
4,
87
2,
11
9

18
0,
13
3,
23
8

4,
73
8,
88
1

県
営

林
事

業
34
9,
49
0,
00
0

48
0,
67
9,
19
3

48
0,
67
9,
19
3

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
事
業

16
2,
87
0,
00
0

25
0,
79
2,
61
4

23
6,
07
9,
52
8

14
,7
13
,0
86

合
計

22
2,
68
2,
51
0,
00
0

22
4,
32
3,
15
8,
94
5

22
3,
68
3,
26
1,
97
1

86
6,
06
5

63
9,
03
0,
90
9
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２
　
歳
　
出
　
 

（
単
位
：
円
）

事
　
　
　
項

会
　
計
　
名

予
算

現
額

支
出

済
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用

額

公
債

管
理

43
,1
64
,0
60
,0
00

43
,1
64
,0
60
,0
00

地
方
独
立
行
政
法
人
県
立
病
院
貸
付
金

3,
92
3,
46
0,
00
0

2,
93
7,
80
2,
57
1

98
5,
65
7,
42
9

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業

38
4,
14
0,
00
0

10
4,
20
3,
51
4

27
9,
93
6,
48
6

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
事
業

30
4,
64
0,
00
0

28
5,
79
8,
83
6

18
,8
41
,1
64

国
民

健
康

保
険

17
4,
29
4,
70
0,
00
0

17
1,
25
6,
72
1,
67
2

3,
03
7,
97
8,
32
8

中
小
企
業
高
度
化
等
資
金
貸
付
事
業

37
,4
90
,0
00

25
,7
12
,2
48

11
,7
77
,7
52

就
農
支
援
資
金
貸
付
事
業

61
,6
60
,0
00

60
,3
29
,6
68

1,
33
0,
33
2

県
営

林
事

業
34
9,
49
0,
00
0

29
2,
90
3,
03
9

56
,5
86
,9
61

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
事
業

16
2,
87
0,
00
0

45
,0
59
,7
94

11
7,
81
0,
20
6

合
計

22
2,
68
2,
51
0,
00
0

21
8,
17
2,
59
1,
34
2

4,
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Ⅲ　監査委員の意見
　本県の令和６（2024）年度一般会計の決算は、新型コロナウイルス感染症対策関連経費の減少等により、歳
入額は9,619億7,944万円（１万円未満切捨て。以下同じ。）、歳出額は9,433億8,536万円となり、いずれも３
年連続で前年度決算額を下回った。また、実質収支額は118億870万円の黒字となった。
　歳入においては、自主財源の大宗を占める県税収入が、企業収益の伸長等により、109億4,668万円増の
2,711億1,577万円となり４年連続で増加したほか、地方交付税が、普通交付税の増等により、79億3,508万
円増の1,570億5,330万円となった。また、県債は、臨時財政対策債の減等により、75億5,600万円減の675億
5,200万円となった。
　歳出においては、貸付金や積立金、普通建設事業費が減少したが、若年層の給料水準引上げ等に伴う職員給
や定年の段階的引上げに伴う退職手当の増により人件費が増加したほか、医療福祉関係経費が引き続き増加し
ている。
　経常収支比率（普通会計ベース）は、前年度から0.2ポイント上昇の92.8％と高水準で推移している。
　こうした中、人口減少・少子高齢化の進行による医療福祉関係経費の増加や公共施設等の長寿命化に着実に
対応するとともに、近年、頻発化・激甚化する災害や急激な社会経済情勢の変化等、不測の事態にも機動的に
対応できるよう、財政基盤を安定的に確保し、持続可能な財政運営を推進していくことが求められている。
　このため、中期的な視点に立った財政運営を基本とし、最少の経費で最大の効果を挙げるよう、経済性、効
率性及び有効性の観点を十分に踏まえ、事業の優先順位を見極めながら、各種施策に取り組まれたい。

　なお、個別事項については次のとおりであるので、十分留意されたい。
⑴　持続可能な財政運営の推進
ア　県債については、大規模建設事業の実施等により県債残高が高止まりすることが見込まれることから、
県有施設整備基金の有効活用等により、県債残高の抑制を図るとともに、財政措置のある有利な地方債を
活用し、将来負担の軽減に努められたい。
イ　県税については、県民への税知識の理解促進と納税意識の高揚に加え、キャッシュレス決済などの多様
化された納税手法の利用促進に努められたい。また、徴収率は前年を上回ったが、個人県民税や法人事業
税を中心に収入未済額が依然として多額であることから、引き続き着実な滞納整理に取り組まれたい。
ウ　県税以外の収入未済額については、県民負担の公平性を確保する観点から、「債権管理に関する取組方
針」などに基づき、弁護士等の民間ノウハウを活用しながら、滞納の未然防止や債権回収の強化及び債権
の適切な整理を徹底されたい。
エ　その他の財源の確保については、ネーミングライツ等による広告収入やふるさと納税制度等の多様な手
法の活用に取り組まれたい。

⑵　財産管理の適正化等
ア　「栃木県公共施設等総合管理基本方針」に基づき、全ての公共施設等について適時適切に点検・診断や
維持保全を行うことにより、事故の防止や防災・減災を図り、県民の安全・安心の確保を徹底するととも
に、予防保全による長寿命化の推進と、適正な規模等を踏まえた総量の最適化を図られたい。
イ　未利用財産については、保有、維持することの必要性の検証を行い、今後も利活用が見込めない財産に
ついては、積極的な売却・処分等に努められたい。
ウ　財産管理に当たっては、「栃木県気候変動対策推進計画」及び「2050年とちぎカーボンニュートラル実
現に向けたロードマップ」を踏まえた維持管理・修繕・更新等を行い、カーボンニュートラルの実現や気
候変動への適応に向け、率先的な取組を推進されたい。

⑶　事務事業の執行
ア　事務事業の執行に当たっては、県民等のニーズを十分に把握し、アウトカムを意識した的確な目標を設
定した上で、その目標が確実に達成されるよう積極的に取り組まれたい。また、事業実施後においては、
その効果を点検し、費用対効果の評価を行うとともに、事業の必要性や有効性を検証することで、選択と
集中による事務事業の見直しに積極的に取り組まれたい。
イ　デジタル技術を活用し、行政コストの低減や労働生産性を高めていくとともに、複雑・多様化する行政
課題への的確な対応や、県民に対するより便利で質の高い行政サービスの提供を実現されたい。
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（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○大規模小売店舗の変更の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により大規模小売店舗の変更に関する届
出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及
び添付書類を縦覧に供する。
　なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する者は、令和８（2026）年４月６日までに知事に意見書
を提出することができる。
　　令和７（2025）年12月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
フードオアシスオータニ氏家店
さくら市馬場字川原324-６　外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
株式会社オータニ
宇都宮市平井工業団地37番３

３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

大規模小売店舗の名
称

スーパーオータニ　氏家店 フードオアシスオータニ氏家
店

令和５（2023）年
５月18日

大規模小売店舗を設
置する者の代表者の
氏名

株式会社オータニ
代表取締役　大谷　章
宇都宮市平井工業団地37番３

株式会社オータニ
代表取締役　川野　泉
宇都宮市平井工業団地37番３

令和５（2023）年
５月18日

大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者
の氏名及び住所並び
に代表者の氏名

株式会社オータニ
代表取締役　大谷　章
宇都宮市平井工業団地37番３
外１者

株式会社オータニ
代表取締役　川野　泉
宇都宮市平井工業団地37番３

平成22（2010）年
９月30日

４　届出年月日
令和７（2025）年11月26日

５　縦覧場所
県ホームページ

Ⅱ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
フードマーケットオータニ喜連川店
さくら市喜連川字欠下323番地　外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
株式会社オータニ
宇都宮市平井工業団地37番３

３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

大規模小売店舗の名 スーパーオータニ喜連川店 フードマーケットオータニ喜 令和５（2023）年
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称 連川店 ５月18日

大規模小売店舗を設
置する者の代表者の
氏名

株式会社オータニ
代表取締役　大谷　章
宇都宮市平井工業団地37番３

株式会社オータニ
代表取締役　川野　泉
宇都宮市平井工業団地37番３

令和５（2023）年
５月18日

大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者
の氏名及び住所並び
に代表者の氏名

株式会社オータニ
代表取締役　大谷　章
宇都宮市平井工業団地37番３
外４者

株式会社オータニ
代表取締役　川野　泉
宇都宮市平井工業団地37番３
外１者

平成19（2007）年
11月30日

４　届出年月日
令和７（2025）年11月26日

５　縦覧場所
県ホームページ

Ⅲ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
フードマーケットオータニ自治医大店
下野市柴字源蔵野833-５　外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
株式会社オータニ
宇都宮市平井工業団地37番３

３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

大規模小売店舗の名
称

スーパーオータニ自治医大店 フードマーケットオータニ自
治医大店

令和５（2023）年
５月18日

大規模小売店舗を設
置する者の代表者の
氏名

株式会社オータニ
代表取締役　大谷　章
宇都宮市平井工業団地37番３

株式会社オータニ
代表取締役　川野　泉
宇都宮市平井工業団地37番３

令和５（2023）年
５月18日

大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者
の氏名及び住所並び
に代表者の氏名

株式会社オータニ
代表取締役　大谷　章
宇都宮市平井工業団地37番３
外３者

株式会社オータニ
代表取締役　川野　泉
宇都宮市平井工業団地37番３
外１者

平成17（2005）年
７月31日

４　届出年月日
令和７（2025）年11月26日

５　縦覧場所
県ホームページ

Ⅳ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
フードオアシスオータニ高根沢店
塩谷郡高根沢町光陽台六丁目５番地３　外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
オリックス不動産株式会社
東京都港区浜松町二丁目３番１号

３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日
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大規模小売店舗の名
称及び所在地

（仮称）フードオアシスオー
タニ高根沢店
塩谷郡高根沢町宝積中坂土地
区画整理事業地内５街区

フードオアシスオータニ高根
沢店
塩谷郡高根沢町光陽台六丁目
５番地３　外

平成29（2017）年
３月18日

大規模小売店舗を設
置する者の住所並び
に代表者の氏名

オリックス不動産株式会社
代表取締役　益子　哲朗
東京都港区芝二丁目14番５号

オリックス不動産株式会社
代表取締役　深谷　敏成
東京都港区浜松町二丁目３番
１号

平成31（2019）年
２月12日

大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者
の氏名及び住所並び
に代表者の氏名

株式会社オータニ
代表取締役　大谷　章
宇都宮市平井工業団地37番３

株式会社オータニ
代表取締役　川野　泉
宇都宮市平井工業団地37番３

令和５（2023）年
５月18日

４　届出年月日
令和７（2025）年11月26日

５　縦覧場所
県ホームページ

Ⅴ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
フードマーケットオータニ上三川店
河内郡上三川町西汗西赤堀1742-１　外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
株式会社オータニ
宇都宮市平井工業団地37番３

３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

大規模小売店舗の名
称

スーパーオータニ　上三川店 フードマーケットオータニ上
三川店

令和５（2023）年
５月18日

大規模小売店舗を設
置する者の代表者の
氏名

株式会社オータニ
代表取締役　大谷　章
宇都宮市平井工業団地37番３

株式会社オータニ
代表取締役　川野　泉
宇都宮市平井工業団地37番３

令和５（2023）年
５月18日

大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者
の氏名及び住所並び
に代表者の氏名

株式会社オータニ
代表取締役　大谷　章
宇都宮市平井工業団地37番３
外５者

株式会社オータニ
代表取締役　川野　泉
宇都宮市平井工業団地37番３
外１者

平成17（2005）年
３月31日

４　届出年月日
令和７（2025）年11月26日

５　縦覧場所
県ホームページ

Ⅵ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
フードマーケットオータニ野木店
下都賀郡野木町大字丸林648番地２　外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
有限会社真栄商事
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下都賀郡野木町大字丸林649番地１
３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

大規模小売店舗の名
称

スーパーオータニ　野木店 フードマーケットオータニ野
木店

令和５（2023）年
５月18日

大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者
の氏名及び住所並び
に代表者の氏名

株式会社オータニ
代表取締役　大谷　章
宇都宮市平井工業団地37番３
外２者

株式会社オータニ
代表取締役　川野　泉
宇都宮市平井工業団地37番３

平成19（2007）年
６月30日

４　届出年月日
令和７（2025）年11月26日

５　縦覧場所
県ホームページ

Ⅶ　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
フードオアシスオータニ矢板店
矢板市木幡2574-４　外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
オリックス株式会社
東京都港区浜松町二丁目４番１号

３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

大規模小売店舗の名
称及び所在地

フードオアシスオータニ矢板
店
矢板都市計画事業木幡土地区
画整理事業地内32街区４　外

フードオアシスオータニ矢板
店
矢板板市木幡2574-４　外

平成28（2016）年
３月31日

大規模小売店舗を設
置する者の代表者の
氏名

オリックス株式会社
代表執行役　井上　亮
東京都港区浜松町二丁目４番
１号

オリックス株式会社
代表執行役　髙橋　英丈
東京都港区浜松町二丁目４番
１号

令和７（2025）年
１月１日

大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者
の氏名及び住所並び
に代表者の氏名

株式会社オータニ
代表取締役　大谷　章
宇都宮市平井工業団地37番３

株式会社オータニ
代表取締役　川野　泉
宇都宮市平井工業団地37番３

令和５（2023）年
５月18日

４　届出年月日
令和７（2025）年11月26日

５　縦覧場所
県ホームページ

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　日光市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り令和７（2025）年11月11日に変更した、日光都市計画公園の関係図書の写しを同法第21条第２項において準
用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市政策課において縦覧に供する。
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発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号

　　令和７（2025）年12月５日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

（都市政策課）　
　───────────────────────────────────────────────

収 用 委 員 会
　　　○裁決手続開始決定の公告
　土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により、次のとおり、収用の裁決手続の開始を決定
したので公告する。
　　令和７（2025）年12月５日

栃木県収用委員会会長　　横　　堀　　太　　郎　　
１　起業者の名称
宇都宮市

２　事業の種類
宇都宮都市計画道路事業３・４・112号鶴田宝木線

３　裁決手続開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積等並びに土地所有者の氏名及び住所

裁 決 手 続 開 始 を 決 定 し た 土 地 土 地 所 有 者

所 在 地 番
地 目 面　積　（㎡） 収用しよ

うとする
土地の面
積（㎡）

使用しよ
うとする
土地の面
積（㎡）

氏 名 住 所
公簿 現況 公 簿 実 測

栃木県宇
都宮市鶴
田町字前
畑

362番２ 畑 田 13 14.05 5.87 なし

中村　和平
栃木県宇都
宮市鶴田町
227番地３

栃木県宇
都宮市鶴
田町字前
畑

363番１ 田 田 964 1,011.35 183.53 なし

栃木県宇
都宮市鶴
田町字東
沢

459番 畑 畑 277 379.23 93.04 なし

栃木県宇
都宮市鶴
田町字東
沢

460番 畑 畑 218 321.17 9.89 なし

４　土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類
なし

５　裁決手続の開始を決定した年月日
令和７（2025）年11月26日

　───────────────────────────────────────────────


